
令和 4 年 11 月 

お 客 様 各 位 

 
 

診療報酬算定方法の一部改正および 

検査実施料新設項目のご案内 
 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚く

お礼申し上げます。 

さて、このたび保医発 1031 第 4 号にて診療報酬算定方法の一部改正および検査実施料が新設されまし

たので、下記のとおりご案内申し上げます。 

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 
 

記 
 
 
《適 用 日》    令和 4 年 11 月 1 日より適用 
 

《一部改正》  

改 正 後 改 正 前 

Ｄ004-2 悪性腫瘍組織検査 
 （１）～（３）（略） 

（４） 「1」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる 
 遺伝子検査のことをいい、 使用目的又は効果とし 
て、医薬品の適応を判定するための補助等に用い 
るものとして薬事承認又は認証を得ている体外診 
断用医薬品又は医療機器を用いて、次世代シーケ 
ンシング等により行う場合に算定できる。  
ア （略）    
イ  悪性黒色腫における BRAF 遺伝子検査（リア 

 ルタイム PCR 法、PCR-rSSO 法）   
 ウ～カ （略） 

Ｄ004-2 悪性腫瘍組織検査 
 （１）～（３）（略） 

（４） 「1」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる 
 遺伝子検査のことをいい、 使用目的又は効果とし 
て、医薬品の適応を判定するための補助等に用い 
るものとして薬事承認又は認証を得ている体外診 
断用医薬品又は医療機器を用いて、次世代シーケ 
ンシング等により行う場合に算定できる。  
ア （略）    
イ  悪性黒色腫における BRAF 遺伝子検査（リア 

 ルタイム PCR 法）   
          ウ～カ （略） 

 

 

 

《新規収載項目》 

検 査 項 目 実施料 ／ 判断料 医科点数表区分 
当社における
検査実施状況 

ヘリコバクター・ 
ピロリ核酸及び 
クラリスロマイシン
耐性遺伝子検出  

360 点 ／ 微生物（150 点） 
「D023」微生物核酸同定・定量
検査の「12」に準じる 

未実施 

注 釈 

ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出 
ア ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出は、 

ヘリコバクター・ピロリ感染が強く疑われる患者に対し、PCR 法により 
測定した場合に、百日咳菌核酸検出の所定点数を準用して算定できる。 

イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いに 
ついては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いに 
ついて」に即して行うこと。 

主な測定目的 

胃内視鏡廃液中のヘリコバクター・ピロリ DNA 及び 23S rRNA 遺伝子ドメイン V 領域の変異の検出 
（ヘリコバクター・ピロリ感染及びクラリスロマイシン低感受性のヘリコバクター・ピロリ感染の診断補助）  
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◆ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて 

 

 

1.省略 

2.除菌前の感染診断 

改定後 改訂前 

（１） 除菌前の感染診断については、次の７項目の検査法の 
うちいずれかの方法を実施した場合に 1 項目のみ算 
定できる。ただし、①から⑥までの検査の結果、ヘリ 
コバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異な 
る検査法により再度検査を実施した場合に限り、さら 
に 1 項目に限り算定できる。また、⑦の検査の結果、 
ヘリコバクター・ピロリ陰性となった場合、胃粘膜に 
同感染症特有の所見が認められているなど、同感染症 
を強く疑う特有の所見がある場合に、異なる検査法に 
より再度検査を実施した場合に限り、さらに 1 項目 
に限り算定できる。なお、この場合において、医療上 
の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する 
こと。  

① 迅速ウレアーゼ試験  
② 鏡検法  
③ 培養法  
④ 抗体測定  
⑤ 尿素呼気試験  
⑥ 糞便中抗原測定  
⑦ 核酸増幅法  

（2）省略 

（1） 除菌前の感染診断については、次の６項目の検査法の 
うちいずれかの方法を実施した場合に１項目のみ算定 
できる。ただし、検査の結果、ヘリコバクター・ピロ 
リ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再 
度検査を実施した場合に限り、さらに１回に限り算定 
できる。 

 ① 迅速ウレアーゼ試験  
② 鏡検法  
③ 培養法 

  ④ 抗体測定  
 ⑤ 尿素呼気試験  
 ⑥ 糞便中抗原測定  

（2）省略 

3～7.省略 
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